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全日本スキー技術選手権大会運営細則の制定について（通知） 

 

平素から、本連盟の事業運営にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、標記について、10月 22日開催の第２回教育本部理事会において、全日本スキー技

術選手権大会運営細則が制定されましたのでお知らせいたします。 

これは、令和３年 12月 21日に「505全日本スキー技術選手権大会運営細則」が廃止後、

独立した運営細則として定めたものになります。 

この運営細則は、本連盟 HPライブラリー → 教育本部 にも掲載いたしました。 

本件について貴連盟の関係者に周知方よろしくお願いいたします。 

 

 

 

別 添： 全日本スキー技術選手権大会運営細則（制定日：令和７年 10月 22日） 

 

 

（SAJHPライブラリー →教育本部） 

 https://www.ski-japan.or.jp/library_cat/education/ 
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